
 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 総合行政システム（後期高齢【市町村版】） 

実施機関の名称 豊見城市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

市民部 国民健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療制度事務のため 

記録項目 

〇資格状況照会 

１．氏名、２．生年月日、３、性別、４．住所、５．宛名番号、

６．個人番号、７．旧自治体、８．地区、９．行政、１０．班、

１１．世帯番号、・資格状況（最新） 

〇賦課状況照会 

１．賦課年度、２．被保険者番号、３．通知書番号、４．算定

団体、５．氏名、６．生年月日、７、性別、８．住所、９．宛

名番号、１０、管理番号、１１．個人番号、１２．旧自治体、

１３．地区、１４．行政、１５．班、１６．世帯番号、１７．

申告区分、１８．期割事由、１９．期割校正日、２０、賦課事

由、２１．賦課決定年月日、２２．資格取得日/喪失日、２３．

広域内転居取得年月日、２４．広域内転居喪失年月日、２５．

後期高齢者医療保険料、２６．市区町村別保険料、・賦課情報 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 本人、沖縄県後期高齢者医療広域連合 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 沖縄県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）豊見城市総務企画部総務課 

（所在地）〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考 管理番号108 

 

 

  


